
令和７年８月６日 

 

第３２号 八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借業務 説明書 

 

（事業担当課）教育委員会事務局教育総務課 

TEL 0748-３６－５５６３ 

FAX 0748-３２－３３５２ 

１．配布資料    

仕様書一式、参考図 

 

２．委託内容 

  （１）業 務 名 第３2 号 八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借業務 

  （２）設 置 場 所 近江八幡市古川町 

  （３）業 務 概 要 学習環境確保のため仮設校舎の設置・賃貸借・維持管理等 

                          ※詳細は別紙仕様書による 

  （４）期 間 契約締結日～令和１２年９月３０日 

（５）担 当 課 教育委員会事務局教育総務課 

 

３．質疑応答 

（１）質疑受付  令和７年８月２８日（木） 午前 9 時 00 分から午前 11 時 00 分まで（時間厳守） 

質疑がある場合は文書（メール）にて提出すること。なお、送信した旨は電話にて連絡を行うこと。 

受付場所：教育委員会事務局教育総務課 

メール：040200@city.omihachiman.lg.jp 

質疑が無い場合の連絡は不要とする。 

（２）質疑回答  令和７年９月４日（木） 

近江八幡市ホームページ（下記アドレス）により確認すること。 

https://www.city.omihachiman.lg.jp/riyoushabetu/jigyousha/nyusatsu/index.html 

 

４．支払条件   別紙仕様書による 

 

５．一般事項 

（１）入札に参加を希望する者は仕様書により、業務内容の確認を行うこと。 

（２）入札については、公平を期すため疑わしい行為は絶対行わないこと。 

（３）仕様書に記載されていない項目で軽微なものについては協力願います。 

（４）業務の検査完了まで、親切、丁寧に誠意をもって業務を遂行し、必要な協力は惜しまないこと。 

（５）入札の過程及び契約の履行に関して第三者から不当要求を受けたにもかかわらず報告を怠った

場合は、近江八幡市建設工事等一般競争入札参加停止及び指名停止基準に基づき、停止措置を

行う。 


